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１ 研究の背景 

本校ではＩＣＴ機器を活用して一斉授業・個別学習・協動学習など、多様なスタイルの授業を展開してい

る。特にスマートインフィルを導入している総合実践教室においては、無線ＬＡＮ環境を整え、同時に４台

のプロジェクタと接続でき、教師用パソコンだけでなく個々の生徒用パソコンからも画面を投影することが

できる。また、当教室は先進的な取組が可能な状態で、さらに拡張できる仕様環境となっている。また本県

では教育用の高速通信網が整備され、遠隔地とのネットワーク通信が高速でできる環境にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．研究の目的 

本校は定時制商業高校で、授業は１６：３０以降に開始される。また、情報・経理専修コース（社会人コ

ース）を併設している。この情報・経理専修コースは、商業科以外の高等学校既卒者が在籍しており、教科

「商業」の科目のみを開講している。在籍生徒は実務を経験している会社員・企業経営者・主婦など様々な

層の生徒で構成されており、在学期間は２年間である。一般の高校生とは違い、ある程度の実務を経験して

いる社会人がより高い実践的な知識を習得するためには、専門的な知識や技能を持つ外部講師を招くことが

必要であると考えられる。しかし、授業が夜間という時間的制約があることで、専門家による講義が受講で

きない、講師の時間的制約により講義日の設定が困難になるなどの問題が起こることもある。よって、この

研究助成においてＩＣＴ機器を用いたマルチキャスト通信を実施することで、遠隔地の専門家からの授業を

学校で受講できるようにしたり、受講できない生徒に対して、個人所有の電子ディバイスでも可能なライブ

スマートインフィルを導入している総合実践教室。教室前方に１台、後方に３台のプロジェクタがある 
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ストリーミングを可能にする。またこの授業を e-leaning 教材として記録し、ストリーミング配信が可能に

なるシステム構築を考えている。これが実現すると生徒にとっては時間的制約にとらわれず、学習機会が飛

躍的に向上し、生徒の学習意欲が高まることを期待している。 

さらに、このシステムの構築により、不登校生徒への対応や反転授業への取組み、通信制高校の事前学習

に活用できるなど、新たな授業スタイルを創造することができる。 

 

３．研究の経過 

研究は本校の情報・経理専修コースで開講されている教科商業の科目「経済活動と法」の授業の中で行っ

た。学習指導要領におけるこの科目の目標は、「ビジネスに必要な法規に関する基礎的な知識を習得させ、経

済社会における法の意義や役割について理解させるとともに、経済事象を法律的に考え、適切に判断して行

動する能力と態度を育てる。」とある。情報・経理専修コースという特性をふまえ、事例について六法（簡易

版）や他の生徒との意見交換などいわゆるアクティブ・ラーニングの要素を盛り込んだ授業展開が可能であ

ると判断した。教科書には、民法、商法、会社法だけではなく、特定商取引法や借地借家法などの特別法も

含まれる。 

この科目では「ビジネスに必要な法規」という制約があるとはいえ、上述の様な多岐にわたる専門的な法

律知識について、より深く実践的な授業を社会人の生徒に向けて行うには「法律の専門家」に協力をいただ

く必要があると考えた。そこでこの科目に今年度の「ひょうごの達人招聘事業」でも授業をお願いしている

ＨＥＲＯ法律事務所（京都市下京区）代表弁護士・岩崎章浩先生にご協力をいただき年間３回の予定で今回

の研究をすすめることとなった。また、遠隔授業で使用したシステムは兵庫県立教育研修所が導入している

ＮＴＴ－ＩＴ社製のＷｅｂ会議システム「meetingplaza（ミーティングプラザ）」である。 

４．代表的な実践 

●授業時間 

水曜日 １・２時間目（１７：３０～１８：１５・１８：２５～１９：１０） 

     毎回２時間連続で開講している。 

●授業形態 

教科書の内容と事例研究 

（事例研究は個人およびグループで考察） 

会社勤務の生徒が多く、１時間目の開始に間に合わない

生徒がいるため２時間目に事例研究を行い、４週を１ユ

ニットとして展開した。 

まず、与えられた事例について個人で考察。次の時間

に班に分かれ、各班で考察。さらに各班で事例について

考えをまとめ、最後の時間で岩崎弁護士より一定の解答

をいただくという内容である。年間で６ユニットを計画

（図１）授業展開の一例 
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し、うち３回を遠隔授業で、残りを「ひょうごの達人招聘事業」に係る特別非常勤講師として岩崎弁護士に

来校していただき展開した。本研究の年間の概要 

は以下のとおりである。 

月 内容 

４月 

 

５月 

 

 

 

 

 

 

６月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備 

 

機種選定委員会にて双方向通信可能なＩＣＴ機器を選定。それに係る機器を設置。 

デジタル教材用の専用ネットワークＨＤＤを設置し、情報共有できる環境を整備。 

さらにマルチキャスト通信が可能なシステムの選定及び構築を実施。 

授業教室はプロジェクタ４台とグループワーク可能な机配置のできる総合実践教

室。 

 

マルチキャスト通信テスト 

兵庫県立長田商業高等学校総合実践室 ⇔ 京都市下京区 ＨＥＲＯ法律事務所 

研究代表者と授業実践者が岩崎弁護士（共同研究者）の事務所へ。学校ではもう一

人の授業実践者が対応。音声、映像、回線の状況を確認。 

双方向授業になるよう学校側にはＷｅｂカメラ、集音マイク、スピーカを設置。 

また、ＨＥＲＯ法律事務所にはノートパソコン、Ｗｅｂカメラ、スタンドマイクを

設置。岩崎弁護士に学校からの音声を聞いていただくヘッドホンの装着をお願いし

た。通信回線の状況が想定よりも悪く、接続が上手くいかない状況があった。 

また集音マイクを使用したためハウリングが起きた。しかし調整の結果起こりにく

くなった。 

第１回実証講義（遠隔授業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県立長田商業高等学校総合実践室 ⇔ 京都市下京区 ＨＥＲＯ法律事務所 

研究代表者が不測の事態に備え岩崎弁護士の事務所へ。授業前に機器の設定を再度

実際の遠隔授業風景（左）    ペンタブレットを使用し授業（右） 
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７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認し遠隔授業を行った。生徒はグループで解答を考えた。 

➡e-learning 用に授業録画しデジタル化の後、ネットワーク HDD 保存 

（問題点） 

・回線が混み合っていたせいか映像が止まることがあった。 

・ペンタブレットが使用できない状況になったため、授業実践者が要点を板書。 

・マイクと岩崎弁護士の距離を一定に保つためヘッドホンマイクを使用していただ

いたが、声がこもってしまうという問題が起こった。 

・学校側の集音マイクがスピーカから流れる岩崎弁護士の音声も拾ってしまったた

め、ハウリングが起こってしまった。 

第２回実証講義（遠隔授業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県立長田商業高等学校総合実践室 ⇔ 京都市下京区 ＨＥＲＯ法律事務所 

研究代表者が不測の事態に備え岩崎弁護士の事務所へ。授業前に機器の設定を再度

確認し遠隔授業を行った。生徒はグループで解答を考えた。 

➡e-learning 用に授業録画しデジタル化の後、ネットワーク HDD 保存 

（前回の反省から） 

・集音マイクをスタンドマイクに変更したため、ハウリングは起こりにくくなった。 

・最初からペンタブレットは使用せず、授業実践者が要点をホワイトボードに板書。 

・岩崎弁護士もスタンドマイクに変更。前回より音声はクリアになった。 

（今回判明した問題点） 

・スタンドマイクを使用したことでハウリングは起こりにくかったが、当初目的と

していた生徒からの質問に直接回答していただくというような双方向授業はでき

なかった。 

・授業者である岩崎弁護士が動くとスタンドマイクとの距離が変わり音声が乱れた。 

・回線の状況も前回同様、映像が止まることがあった。 

集音マイクをスタンドマイクに変更（左）  授業の要点を板書（右） 
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５．研究の成果 

 当初の目標であった遠隔地と学校をテレビ会議システム（NETMEETING）で接続した遠隔授業について

は、おおむね満足できる成果が上がった。特に生徒アンケートによると、双方向であることで質問に対する

応答が早く、その場で解決できたこと。遠い距離感があった専門家が身近に感じられたことなど数多くの生

徒が講義形態に満足している様子が受け取ることができた。 

また、講義を録画し、校内ネットワークで常時閲覧できるように環境を整備して、生徒が自ら反転学習が

できるようにデジタル化したことにより生徒の学習意欲向上にもつながった。 

さらに、研究においてハード面の環境が充実し ICT 機器を積極的に活用しようとする教員が増え、公務に

おける情報化もスムーズに進めることができた。 

 

１月 

第３回実証講義（遠隔授業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県立長田商業高等学校総合実践室 ⇔ 京都市下京区 ＨＥＲＯ法律事務所 

研究代表者が不測の事態に備え岩崎弁護士の事務所へ。授業前に機器の設定を再度

確認し遠隔授業を行った。生徒はグループで解答を考えた。 

➡e-learning 用に授業録画しデジタル化の後、ネットワーク HDD 保存 

（今回の状況） 

・前回同様スタンドマイクを設置し、授業実践者が聞き取りにくかった音声を確認

したり、生徒からの質問を仲介し岩崎弁護士に伝えた。 

・岩崎弁護士の音声はこれまでで一番クリアに聞こえた。 

・授業実践者が聞き取った要点をホワイトボードに板書。 

（今回の問題点） 

・京都の弁護士事務所の無線ＬＡＮに問題があり（混線）映像、音声共に止まって

しまった。 約１０分後に有線に切り替えたところ授業ができる状況になった。 

・音声の聞き取りやすさを優先させたため、画質を落とした。 

授業の要点を板書（左）      事例研究をグループワークで（右） 
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６．今後の課題・展望 

 この研究においてＩＣＴ環境が充実し、遠隔授業の実績経験が培われたことで、ある特定の科目の授業だ

けでなく、学校行事等においても遠隔講義の可能性もある事が発見できた。ネットワークの安定性の課題は

あるが、日々技術が進歩していく中においては今後改善するものと考えられる。 

e-leaning に関しても教員が意識を高めることで、授業をデータ化していく簡易な方法を今後模索していく

ことが課題であるが、この研究に終わらず、構築した資源を今後さらに活用し継続し、生徒の学力向上や学

習意欲向上に向け目標を掲げていきたい。 

 
７．おわりに 

 この研究を通して、自らのＩＣＴやネットワークに関する知識が増え、勉強することが多々あった。問題

解決のために外部の方々に多くのアドバイスをいただいたり、同僚の先生方の協力をお願いすることでチー

ムとして研究を終えることができた。 

この研究の遠隔授業自体は、特に先進的事例ではないが、今ある限られた教育資源で、使えるものを使用

し、必要最小限必要な機器は助成金で賄い、限られた制限の中で実施したことに大きな意味があったと感じ

る。この経験により壮大な設備や予算が必要なく、本校だけでなく他校においても実施可能なことが実証さ

れた。 

 また、e-leaning については環境を整備した段階であることで、実際に生徒の学力向上や学習意欲向上につ

いての具体的な成果はまだないが、今後継続的に環境を構築（e-leaning 教材の充実）することで生徒の関心

が高まり、活用が充実するものと思われる。 


